
暴力回等から不当要求を受けた場合、担当者が個人的に対応し たり 、担

当者のみに責任を押し付けるこ とは最も避けるべきです。

不当要求に対 して は、 対応の方針をあら かじめ検討し、組織と して一丸

となって対応する ことが何より も大切です。

来訪者のチェックと連絡

受付・員又はＳ□■は、来Ｓ者のａも等
の確認と用件及び人数を把握して、対ホ責任
きに報告し、Ｓ接・等にＳ肖する。

落ち釐いて、 相手の住所、 氏名、所湊
体名、電話番号を確認し、 Ｊヨ目件の確認をす

ること。代Ｓ人の場合は、 委任状の確認を
忘れないぷうに。
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Ｓ力回は 一筆Ｓけば許してやる」などと
詫こｙ状や念ＳＳを■かせたがりますが。後日
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めることがありますので署名や押印は禁物
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いきなりトップ等の決裁権を持った者が

対応すると、即答を迫られますし、 次回以降

からの交渉で「前は社ｌｌが会った。お前では

だめだ。社ｉｌを出せ、社長が会わない理由を

きえ」などと瞳ってかかられます。
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（ 対応場所の選定

素！ｉ！く助けを求めることができ、・神的に

の指定する場所や、組事務所には絶対に出

向かないこと。やむをえず出向かざるをえな

い時は、・Ｓに事前・事後ｉｌ絡をする。
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・力鴟Ｓ：の対応は、組織的に実施するこ

とがりこ叨です．蔔ｆのＳ求にＳ答や絢市はし
ないことです。

Ｓ力ａＳは、 ｔ業の方針の錮まらない関
が●負の分かれ目と考えて執擔に、その壗

ｄＳ！１ｒを求めます。
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暴力回を根絶して安全で住み良い福島県の実現に寄与するため、暴力

回具による不当な行為の防止及び被害の救済を図ることを目的に、 平成

２年にＳ立されま した。
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暴力団等から不当要求を受けた場合は
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対応の人数

相手より優位に１乙つための手段として、

ｉｌｌ能な回り相手より・い人数で対ぶし、役
割分１日をまめておく。
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湯茶の接待をしなｔ

濃茶を出すことは、暴力回ｎがＳ座り続

けることを容認したことになりかねません。
また、湯飲み茶碗等を投げつけるなど、脅

しの道具に使・されることがあります。
歓迎するお客さんではありませんので、

接待は］ＦＳです。
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対応時間

ｉｉｒ能な限り短くすること。最初の段階で
「何時までならお話を伺います」などとｊ甎げ

て対ｇｉ９１回を明確に示すこと。対Ｓ時喬がａ
ぎても退去しない場合は、警察に不退去菲で

の・・・を出す旨を告げて・察へｉｌ絡する。
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面談のタｌｔｊｌ；内容は、犯罪検拳や行

ｘｚｚＪヽｇ９回ａｕ八ｓヽ４ ｙ・

相手に明確に霜げて、メモや録き。 ビデオ
撮影をする。

・暴力回員が行う不当な行為を防止する広報活動

・民間組織が行う暴力追放活動を助ける活動

・暴力団員からの不当な行為に関する相談活動

・少年への暴力回からの働きかけを排除する活動
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Ｓ力団員は。巧みに論争に持ちｌａみ、応対

蓍の失言を誘い、又は言葉尻をとらえて厳

しく糾弾してきます。 「串しＩＲありません」。

『検討します』、 「きえてみます」などは禁物
です。

フＦ要なトラブルを避け、受囃事故を防止す

るため、平素の警察、贋造センターとの連携
が・期解決につながります。

・暴力団から離脱しようとする人を手助けする

活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　９

・暴力回員を相手としたＥ事訴訟の支援活動

・講習・ 研修活動

余裕をもって対ホできるｊｌ所（自社のあ接


